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【今月の法改正等のお知らせ】 最近の気になる改正等の情報 
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※続きはＰａｇｅ１-２（会員）で記載しています。 消費者庁ＨＰ 「食品表示の適正化に向けた取組について」資料から作成 

＜食品表示の適正化に向けた取組について＞平成３０年１１月２７日 
平成３０年年末の食品表示取締の重点事項について発表されています。 

＜食品表示の衛生・保健事項に係る５項目＞ 

■実施時期：平成３０年１２月１日～１２月３１日までです。 

＜食品の適正化等に向けた重点的な取組＞ 

（１）はちみつを原因とする乳児ボツリヌス症の予防対策を推進する。 
（２）食中毒の健康被害発生時において、原産地を遡及確認する場合に関係部署は連携する。 
（３）新基準への移行を積極的に促し、義務化された栄養成分表示について周知啓発をする。 
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  【先月の回収事故の分析】 ２０１８年１１月 

3 Ｐａｇｅ２               食品法令 

食用黄色４号の簡略名は黄色４号、黄４です。個々に表記する場合は「食用黄色４号」、
「黄色４号」、「着色料（黄４）」と表記できます。 
また、他の着色料があり、複数の場合は着色料としてまとめて表記できます。 
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事件 時期 回収内容 

 添加物の欠落 
 あり 

 ２０１８. １１.２  
 フルーツメレンゲの原材料名の項目の食品添加物 
 表示において、着色料（食用黄色４号）の表示が欠 
 落していた。 

※ 解説はＰａｇｅ２-２（会員）で記載しています。 



  【案内】 食酢の定義について 
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＜食酢の定義＞ 
米の使用量：４０ｇ／１Ｌ 以上 

食酢 
果実酢 

米酢 

穀物酢 

合成酢 

醸造酢 

米黒酢 

大麦黒酢 

ぶどう酢 

りんご酢 

米の使用量：１８０ｇ／１Ｌ 以上、か
つ発酵・熟成で褐色・黒褐色のもの 
※小麦・大麦のみの使用可 

りんごの搾汁：３００ｇ／１Ｌ 以上 

氷酢酸又は酢酸の希釈液に砂糖等を加え、
かつ全糖が１０％未満等のもの等 

穀類・果実・野菜・その
他の農産物等を酢酸
発酵した液体調味料
で、氷酢酸又は酢酸を
使用していないもの等 

穀類：４０ｇ
／１Ｌ 以上 

果実の搾
汁：３００ｇ
／１Ｌ 以上 

大麦のみの使用量：１８０ｇ／１Ｌ 以

上、かつ発酵・熟成で褐色・黒褐色
のもの 

ぶどうの搾汁：３００ｇ／１Ｌ 以上 

醸造酢 
（野菜酢）等 

かぼちゃ酢 ばれいしょ酢 甘しょ酢 

トマト酢 にんじん酢 蜂蜜酢 さとうきび酢 

たまねぎ酢 

８０ｇ／１Ｌ 以上 １３０ｇ／１Ｌ 以上 ２６０ｇ／１Ｌ 以上 ３００ｇ／１Ｌ 以上 

３３０ｇ／１Ｌ 以上 ５７０ｇ／１Ｌ 以上 １１０ｇ／１Ｌ 以上 ３０ｇ／１Ｌ 以上 

例えば 
りんご果汁２０％、
アルコール１２％ 
コーン５％ 
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      コラム【Ｑ＆Ａ】 
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※ 解答と解説はＰａｇｅ4-２（会員）で記載しています。 

【Ｑ８０】 豚の「ばら肉」の他に「もも肉」や「すね肉」を混合した豚肉を整形し、
塩漬し、及びくん煙したものは「ベーコン」ですか？それとも「べーコンタイプ」で
すか？ 

 もも肉ベーコンは
適正かな？無塩せ
きベーコンならもも
肉でも適正化かな。 

疑問をほぐす 



   
食品表示基準Ｑ＆Ａの第５次改正（平成３０年９月）から、これまでの表示ルール
と変更された内容について、確認して参ります。 

個別品目は食品表示基準 別表第４において各々個別に、原材料名の表示の方法
が定められています。今回、例示的に示されている原材料名に限定されず、最も一
般的な名称であれば、その範囲において、自由に原材料名を表示できる旨が明記
されました。 

コラム【ちょっと深く、考える】 
 

第５次改正 基準Ｑ＆Ａについて 
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※ 解説はＰａｇｅ５-２（会員）で記載しています。 

今後は例示に限
定されないよ。 

新設のＱ＆Ａ（５次改正） 



 ステップ４： 追加ラベル要件 

シンガポールの食品表示の対訳 

Ｐａｇｅ６ 

食品輸出するために 
英語に強くなる。 

＜単語集＞  permit： 許可する   prohibit：禁止する   delete： （校正で）削除する 

海外シリーズ

その４８   

            原文                                     対訳 

海外の食品表示の内容を知ることにより輸出や輸入業務に役立ててください。東南アジアを中心に主要国の英文対訳を掲載します。 
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【最終回 了】 

5.許可された栄養強調表示およ

び健康強調表示が使用されてい
る場合、栄養情報パネルは提供
されていますか？ 

6.確定の食品部門に対するその
他の特定の必要事項は？ 

7.禁止されている強調表示があれ
ばそれらを削除しましたか？ 

16-18頁参照 

20頁参照 

18頁参照 

A Guide toFood Labelling and Advertisements(A publication of the Agri-Food & Veterinary Authority, Singapore) 

は終了しました。シンガポ－ルへ輸出の際に参考にしてください。次回から、外国の方（インバウンド）に日本
の食品表示をご案内できる新たなシリーズを開始します。 



8 

著作権法によりこう食品法令の事前の許可なしに複写・引用等の使用は禁止されています。 
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 （編集後記） 年会員の会費で当ＨＰが運用されています。年会員限定のサービスを希望される方は、
お手数ですがお問い合わせフォームから、年会員（月にコーヒー１杯の価格相当分です）の登録をお
願いいたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 会員の皆様には実務に役立つ定期機関紙をお送りしております。また、法令等の実務上のご質問も
承ります。また、日頃の疑問点の判断資料として当コンサルをご利用くだされば幸甚です。実務上で
困った時のご相談もお待ちしております。 
２０１９年も実務に役立つ内容になるよう、発信してまいります。 
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自分自身と向き合い、自分が本来な
すべきことをしている状態が自分の
時間の中に自分のこころが戻ってい
るということです。そして、なにを優先
してなすべきかを知るのです。（セネ
カ：もりおゆう意訳） 


